
農地・農業用施設に係る災害発生時技術支援 担当課:農村基盤整備課
連絡先:０２４-５２１-７４１２

〈支援策の概要〉

①実施時期 地震や異常気象（豪雨、干ばつ、高潮等）により農地
や農業用施設（土地改良施設）に被害が発生したとき

②対象施設 ○農地
○土地改良施設（頭首工、ため池、水路、農道、
用・排水機場 等）

③内 容 被災調査、応急工事・復旧工法の検討、災害査定、
工事設計書作成、工事監督支援、技術研修

④実 績 ○令和５年９月に発生した台風13号災害では、
５市町に延べ７８名の職員を派遣

○令和４年は３月発生の福島県沖地震や豪雨被害等
からの復旧対応にあたり、１９市町村等へ延べ
252名の職員を派遣し支援を実施

支援担当課からのPR

●農業土木の専門職がいな
いため、被災した農地や施
設の復旧に遅れが生じ、営
農再開が危ぶまれる。

〈支援策〉
国庫補助災害復旧事業の事業主体
である市町村に対して、被災調査等
の初動活動から復旧工事の完了まで、
復旧事業全般をサポートします。

●
●早期の復旧完了によ
り、営農への影響を低
減できる。

令和5年9月台風13号災害の復旧支援

＜課 題＞ ＜支援策＞ ＜効 果＞

＜支援策の概要＞

農地や施設の復旧を速や
かに行い、農家が安心して
営農に取り組めるようにしま
しょう。

６－１

左：田への土砂
流入地区
被災調査

右：ドローンを
活用した
広域的な
被害状況調査



農業用施設に係る県営災害復旧事業の実施 担当課:農村基盤整備課
連絡先:０２４-５２１-７４１２

〈支援策の概要〉

①実施時期 地震や異常気象（豪雨、干ばつ、高潮等）により農業
用施設（土地改良施設）に被害が発生したとき

②対象施設 国・県営で造成され、復旧に高度な技術を要する施設
（頭首工、用・排水機場等）又は５０，０００千円

以上の工事

③内 容 市町村に代わって、県が事業主体となって災害復旧
事業を実施

④実 績 令和元年10月の東日本台風で10地区、令和４年地震
災害及び令和５年落雷災害で、それぞれ１地区ずつ
県営災害復旧事業を実施

⑤ そ の 他 ○「６－１ 農地・農業用施設に係る災害発生時技術
支援」が優先支援策

○県営災害復旧事業実施には市町村と県の協議が必要
支援担当課からのPR

●農業土木の専門職がいない
ため、基幹的で高度な技術を
要する農業用施設（頭首工、
用・排水機場等）の災害復旧
事業に着手できない。

〈支援策〉
復旧工事に高度な技術が必要な施
設は、市町村に代わって復旧工事を
行います。

●
●高度な技術を要する
農業用施設について、
早期に復旧事業を完了
させ、営農を再開でき
る。

令和４年3月地震災の県営復旧施設

＜課 題＞ ＜支援策＞ ＜効 果＞

＜支援策の概要＞

速やかな営農再開のため、
復旧に専門的な知見が必
要な場合は、農林事務所
へご相談ください。

６－２

（新地町 鴻ノ巣第１地区幹線用水路）
県営で造成された幹線用水路の水管橋が、地震に

伴う転石崩落により被災。復旧に高度な技術を要す
るため、県営災害復旧事業により復旧工事を実施し
ました。（R6.3月完了）

【復旧前】
（管路・橋脚が破損）

【復旧完了】
（新たに製作据付）



農業用水利施設の維持管理に係る点検・診断、
技術研修業務支援

担当課:農地管理課
連絡先:０２４-５２１-７４０９

〈支援策の概要〉
①実施時期

通常、農業用水を使う前（５月頃まで）や使い終わった後
（１０月頃から）に実施
※実施時期は要相談

②対象施設
頭首工、堰、ため池、用水路などの農業水利施設

③内 容
農業水利施設の点検・診断を市町村や施設管理者と行うととも

に、点検のポイント等の技術研修を実施
④実施の流れ

点検・診断等の要望は随時受付（各農林事務所農村整備部）
⇩

施設の状況により日程調整
⇩

点検・診断等の実施
⑤実績（令和７年度）
春先の一斉点検などにおいて、農林事務所職員が同行するなど、
２３市町村を支援（随時の相談対応、情報提供含む）

● 農業土木の専門職がいない
ため、農業水利施設の適切な
維持管理に苦労している。

〈支援策〉
● 市町村や施設管理者が行う農業水
利施設の点検・診断に同行するとと
もに、点検のポイント等の技術研修
を行います。

● 適切な維持管理による施
設の長寿命化が図られる。

施設の点検・診断

＜課 題＞ ＜支援策＞ ＜効 果＞

＜支援策の概要＞

● 適切な維持管理と予防
保全により、施設の長寿
命化とライフサイクルコ
ストの低減を図りましょ
う！！

６－３

支援担当課からのPR



市町村営国庫補助事業（農業農村整備事業）に係る
実施設計等技術支援

〈支援策の概要〉

●希望する市町村に対して、市町村営国庫補助事業（農業農村整備事業）に係る実施設計・整備工事
の設計積算や、工事監督等にかかる技術的助言を実施
●令和７年度実績 市町村営国庫補助事業（農業農村整備事業）ハード実施の２４市町村に対し支援

●農業土木の専門家が相談に応じます。設計書の作成や現場監督にお悩みの
際は、お気軽にご相談ください。

支援担当課からのPR

●農業土木の専門職がいないため、
市町村が実施する市町村営国庫
補助事業（農業農村整備事業）
に係る実施設計や整備工事の設
計積算、現場監督等が困難であ
り、事業が進まない。

●実施設計・整備工事
の設計積算や、工事
監督等にかかる業務
を支援します。

●公共工事の品質確保
●行政サービスの向上

＜課 題＞ ＜支援策＞ ＜効 果＞

＜支援策の概要＞

担当課:農村基盤整備課
連絡先:０２４-５２１-７４１４

６－４



ほ場整備等基盤整備事業新規地区掘り起こし技術支援

〈支援策の概要〉
①実施時期 随時 まずは各農林事務所農村整備部へ相談

②対象施設 未整備の農地や老朽化した土地改良施設（ため池、頭首工、用排水路、ポンプ場等）

③内 容 対応する補助事業制度、工事着手までの手続き、スケジュール等の相談対応、指導

地元農家等へ事業説明会の実施

④実 績 R７年度（R８年度新規採択に向けた支援） ほ場整備事業 5地区（5市町村）
ほか申請以前の相談対応・情報提供 １７市町村

●個人の財産である農地を大区画化するほ場整備事業は、換地計画や営農計
画の策定など、特に専門性が高く、アドバイザーが必要です。
●計画的な土地改良施設の改修等を進め、農業農村の持続的な発展につなげ
ましょう。

支援担当課からのPR

●農業土木の専門職がいな
いため、ほ場整備等農業農
村整備事業の計画立案が進
まない。

●計画立案に向けた市町村
職員への指導、相談対応を
行うとともに、受益者向け
の事業説明会を行います。

〈効果〉

●事業計画立案の円滑化が
図られる。
●市町村職員の計画立案能
力の向上につながる。

＜課 題＞ ＜支援策＞ ＜効 果＞

＜支援策の概要＞

担当課:農村計画課
連絡先:０２４-５２１-７４０６

６－５



森林経営管理制度業務支援 担当課:森林計画課
連絡先:０２４-５２１-７４２５

①支援時期：通年

②内 容：森林経営管理制度の取組を推進するため、
市町村が行う森林所有者への意向調査、集積
計画・配分計画の作成、森林整備の実施等に
関して、設計書の作成支援などの技術的な助
言を行います。
また、市町村が行う座談会や説明会、研修会
に同席して、開催を支援します。

③実 績：令和７年度は、支援を希望した４４市町村の
業務をサポートしました。

支援担当課からのPR

・森林の現況に応じた適切な
整備方針の決定や整備の実施
に専門的な知識が必要。
・市町村には林業の専門職員が
少ない。

〈支援策〉

・意向調査に向けた準備や業務委託のた
めの設計書作成支援、説明会等での森
林経営管理制度に関する説明など、技
術的な業務をサポートします。

〈効果〉

・森林の有する多面的機能
の発揮
・林業事業体の育成・強化
・林業の成長産業化の推進
・森林資源の適切な管理

森林経営管理制度研修

＜課 題＞ ＜支援策＞ ＜効 果＞

＜支援策の概要＞

令和8年４月から改正森林経
営管理法が施行されることで、
より地域の実情や課題に応じた
取組が可能となります。制度を
活用して森林整備を一緒に進
めましょう。

６－６



ふくしま森林再生事業業務支援 担当課:森林整備課
連絡先:０２４-５２１-７４２９

１ 市町村担当者会議の開催

①開催回数 年１回程度（制度改正等に併せて実施）

②会議内容 ・事業の目的や地域の実情に応じた森林整備のあり方
等を説明し、市町村職員からの質問に答えながら、
意見交換を行い、認識の共有を図る。

２ 市町村ごとの支援

①支援内容 ・実施箇所の選定、森林の現況に応じた計画立案～
設計積算～現場監督に関する技術的な助言を行う。

②支援担当 各農林事務所（森林林業部）

支援担当課からのPR

●森林の現況に応じて適切
な森林整備を実施するに
は専門的な知識が必要。

●市町村には林業の専門職
員が少ない。

〈支援策〉
●放射性物質の影響に応じた森林整備
の計画策定を支援します。

●設計・積算業務及び現場監督業務の
技術的な助言を行います。

●職員の知識・技術の
向上

●森林所有者や林業事
業体に対する行政
サービスの向上

＜課 題＞ ＜支援策＞ ＜効 果＞

＜支援策の概要＞

●森林再生事業の実践を通して、森林整備に必要なノウハウを習得し、健全な森林づくりや地域
の活性化につなげましょう！

６－７

市町村担当者会議



里山再生事業支援 担当課:森林保全課
連絡先:024-521-7441

・里山再生事業の実施を希望する地区の選定や、
事業内容について、技術的な助言を行います。

・特に空間線量率の調査、森林整備等について、
市町村の要望を踏まえたものとなるよう、関係
機関との調整を行います。

・支援については、随時受け付けております。
・これまでに７市町村１３地区（R７.12現在）が
選定され、既に事業完了、又は実施中です。

支援担当課からのPR

• 原発事故後、地域住民にとって

身近だった里山に立ち入れず、

荒廃が懸念される。

• 森林整備を実施するためには、

専門的な知識が必要となるが、

市町村には、林業の専門職員が

少ない。

• 事業の実施を希望
する地区について、
選定に向けた事前
調査や、森林整備
等に係る技術的な
助言などサポート
を行います。

• 地域住民にとって
身近な里山が整備
され、安心して利
用できる環境づく
りが促進される。

里山再生事業のイメージ

＜課 題＞ ＜支援策＞ ＜効 果＞

＜支援策の概要＞

・地域住民にとって身近な里山を整備して、安心して利用できる環境づくりを推進しましょう！

６－８



広葉樹林再生事業支援 担当課:森林整備課
連絡先:０２４-５２１-７４２９

１ 市町村担当者会議の開催

①開催回数 年１回程度（制度改正等に併せて実施）

②会議内容 事業の目的や実施上の留意点等を説明し、市町村職
員と意見交換を行いながら、認識の共有を図る。

２ 市町村ごとの支援

①支援内容 ・実施箇所の選定、森林の現況に応じた計画立案～
設計積算～現場監督に関する技術的な助言を行う。

・伐採地における放射性物質濃度等の調査方法に関す
る技術的な助言を行う。

②支援担当 各農林事務所（森林林業部）

支援担当課からのPR

●きのこ原木林等を再生す
るには、適期の伐採や放
射性物質濃度調査等に関
する専門的な知識が必要。

●市町村には林業の専門職
員が少ない。

〈支援策〉
●きのこ原木林等の再生を図る広葉樹
林整備の計画策定を支援します。

●設計・積算業務及び現場監督業務の
技術的な助言を行います。

●職員の知識・技術の
向上

●森林所有者や林業事
業体に対する行政
サービスの向上

市町村ごとの支援

＜課 題＞ ＜支援策＞ ＜効 果＞

＜支援策の概要＞

●放射性物質の影響を調査しながら、原木林の伐採と更新を図る施業を進めて、次世代のきのこ
原木林等を再生しましょう！

６－９



林道施設のインフラ長寿命化対策への技術的支援
担当課:森林整備課
連絡先:０２４-５２１-７４３０

１ 個別施設計画策定における以下の支援

①個別施設計画策定説明会の実施
②個別施設計画作成ファイルの提供
③県内各市町村の事例について情報提供

２ 個別施設計画に基づく工事における以下の支援

①対策工事の設計・積算に関する助言
②国庫補助制度に関する助言

支援担当課からのPR

●林道施設の点検保全等に
係る計画の策定及び対策
工事を実施するには専門
的な知識が必要。

●市町村には林業の専門職
員が少ない。

〈支援策〉
●林道の橋梁やトンネルに係る個別
施設計画策定を支援します。

●計画に基づく対策工事を円滑に実
施するための技術的な助言を行
います。

〈効果〉
⚫施設の長寿命化
⚫適切なタイミングで
の施設の更新

＜課 題＞ ＜支援策＞ ＜効 果＞

＜支援策の概要＞

●市町村職員からのご相談は随時受け付けております。
●森林整備課や各農林事務所森林林業部にお気軽にご相談ください。
●個別施設計画を策定し、林道施設の長寿命化につなげましょう！

６－１０

個別施設計画策定説明会



林道施設災害復旧への技術的支援 担当課:森林整備課
連絡先:０２４-５２１-７４３０

〈支援策の概要〉
１ 被害調査時の支援

・調査方法への助言や被害調査同行
２ 復旧方法検討時の支援

・復旧方法や工法選定の考え方（安定性、経済性、施工性等）
について助言
・設計積算の方法や内容について助言
・国、県等関係機関との連絡調整や助言

３ 災害査定時の支援

・申請書や資料作成、現地準備、説明順序、査定官等の
想定質問等について助言

４ 復旧工事施工時の支援

・現場監督への助言、同行（特に変更事項発生時）
※林道施設災害復旧事業の申請者・事業主体は各市町村長です。
当該支援は、県が代行するものではありませんのでご注意ください。

支援担当課からのPR

●林道施設の災害復旧を実
施するには専門的な知識
が必要。

●市町村には林業の専門職
員が少ない。

〈支援策〉
●林道施設災害の復旧にあ
たり、国庫補助を受けら
れるよう支援します。

〈効果〉
⚫被災林道の速や
かな機能回復

被災した林道法面の復旧

＜課 題＞ ＜支援策＞ ＜効 果＞

＜支援策の概要＞

●ご相談は随時受け付けております。
●各農林事務所森林林業部や森林整備課にお気軽にご相談ください。
●林道を早期に復旧し、速やかな通行確保につなげましょう！
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林道整備への技術的支援 担当課:森林整備課
連絡先:０２４-５２１-７４３０

１ 路線計画策定の支援
・森林整備の計画を考慮した線形策定の技術的助言

２ 設計積算の支援

・工法選定などの考え方について助言
・設計積算の方法や内容について助言

３ 現場監督業務の技術的助言

・現場監督における助言、同行

支援担当課からのPR

●林道の計画を策定するに
は専門的な知識が必要。

●市町村には林業の専門職
員が少ない。

〈支援策〉
●林道事業の計画策定や設計
積算、現場監督業務等の技
術的な助言を行います。

●効率的な森林整備
の促進
●木材輸送の効率化

林道を利用した間伐材搬出

＜課 題＞ ＜支援策＞ ＜効 果＞

＜支援策の概要＞

●ご相談は随時受け付けております。
●各農林事務所森林林業部や森林整備課にお気軽にご相談ください。
●林道の整備により、森林整備を推進し、林業の活性化につなげましょう！
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防災重点農業用ため池事業計画策定支援

〈支援策の概要〉

①実施時期 随時 まずは各農林事務所農村整備部へ相談

②対象施設 防災重点農業用ため池

③内 容 計画策定に必要な技術的な助言、対応する補助事業制度、工事着手までの手続きや
スケジュール等の相談対応、地元農家等へ事業説明会の支援

④実 績  R７年度（R8年度新規採択に向けた支援）
防災重点農業用ため池緊急整備事業 ７地区（7市町村）

ほか申請以前の相談対応・情報提供 １７市町村

● 決壊した場合に、下流に大きな影響を与える恐れのあるため池（防災重点農業用た
め池）の防災工事を集中的かつ計画的に行う必要があります。
● 現場条件に応じた調査手法や工法の選定、土地に関する問題など、事業計画策定
には、専門性が高く、アドバイザーが必要です。
● 防災重点農業用ため池の防災工事を推進し、安全・安心な暮らしを守りましょう。 支援担当課からのPR

● 農業土木の専門職がいな
いため、防災重点農業用た
め池の防災工事の計画立案
が進まない。

● 計画立案に向けた市町村
職員への指導、相談対応を
行うとともに、受益者向け
の事業説明会の開催を支援
します。

〈効果〉

● 事業計画立案の円滑化が
図られる。
● 市町村職員の計画立案能
力の向上につながる。

＜課 題＞ ＜支援策＞ ＜効 果＞

＜支援策の概要＞

担当課:農村計画課・農地管理課
連絡先:０２４-５２１-７４０６（計画）

０２４-５２１-７４０9 （管理）
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